
エリア一括協定運行事業

従来 エリア一括協定

〇 自治体と交通事業者は、複数年・エリア単位で、黒字路線・赤字路線を一括運行する協定を締結。
〇 自治体は一括運行の委託費用として交通サービス購入費を負担。
国は交通サービス購入費の一部を、複数年（最長５年）定額で支援（複数年の支援総額を初年度に明示）

〇 協定期間中に経営改善により生じた収益は交通事業者に原則として帰属。

＜国の補助＞一定の要件を満たす路線について、
生じた欠損額に応じて補助

＜国の補助＞複数年（最大５年間）定額※を補助
※前々年度の国補助額に固定。事業が改善

（欠損額が縮小）した場合も、国補助額を維持。

例：ループ線の導入により、効率化・利便性を向上

例：需要の少ない路線をデマンド化
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赤字路線
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（国庫補助対象路線）

対象路線

自治体は公的支援路線（赤字路線）のみ
路線ごとに関与（欠損補填）

黒字・赤字路線に関わらず
エリア内の対象路線の交通サービスレベルについて、

自治体と事業者で協定を締結


